
問題 選択肢 答え 解説

1 × 共生型サービスの創設は2017年

2 〇 その通り

3 × 介護医療院サービスの創設は2017年

4 × 自立支援、介護予防、重度化防止等への取組み記載は2017年

5 〇 その通り

1 × 第1号被保険者数は年々増加しているが、2,242人(2000年)→3,555人(令和1年)で、2倍は超えていない

2 × 最も多いのは要介護1である

3 〇 要介護(要支援)認定者数は256万人(2000年)→669万人(令和元年)で2倍以上になっている

4 〇 その通り、居宅サービス3.8兆円＞施設サービス2.5兆円＞地域密着型サービス1.3兆円

5 〇 保険給付費は3.2兆円(2000年)→9.9兆円(令和元年)、約3倍になっている

1 × 介護保険は公的扶助ではなく、社会保険である

2 〇 その通り、介護保険は地域保険である

3 × 被保険者期間によって、保険給付の種類に違いはない

4 〇 その通り

5 〇 その通り

1 × 第2号被保険者は40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している者である

2 × 指定難病×、特定疾病〇

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 〇 その通り、珍しいケースではあるが生活保護を受けながら会社員として働いているケースであり得る（22回再の問6に出題あり）

1 × 介護の社会化は、介護保険法1条又は2条に規定されていない

2 〇 要介護状態等の軽減は規定されている

3 〇 自立した日常生活は規定されている

4 × 利用者主体は、介護保険法1条又は2条に規定されていない

5 〇 医療との連携は規定されている

模試①の答えと解説

5

1

2

3

4

1



1 〇 普通徴収に係る保険料の納期は、市町村が条例で定める

2 〇 第1号被保険者に対する保険料率の算定は、市町村が条例で定める

3 × 介護保険審査会×、介護認定審査会〇

4 〇 種類支給限度基準額の設定は、市町村が条例で定める

5 × 介護老人福祉施設の入所定員は、都道府県の条例により規定

1 〇 看護小規模多機能型居宅介護は、区分支給限度基準額が適用される

2 × 居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額が適用されない

3 × 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、区分支給限度基準額が適用されない

4 〇 訪問リハビリテーションは、区分支給限度基準額が適用される

支給限度基準額が設定されないサービスには以下のものがある

(介護予防)居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、介護予防特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応

型共同生活介護(短期利用を除く)、居宅介護支援・介護予防支援、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、地域密着型

介護老人福祉施設入居者生活介護、施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)

1 ×

2 〇

3 〇

4 ×

5 〇

1 〇 その通り

2 × 居宅介護支援は、市町村長が指定する

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 × 認知症対応型共同生活介護は、市町村長が指定する

短期利用を除いた認知症対応型共同生活介護は、区分支給限度基準額が適用されない
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5 ×

6

8
共生型サービスの指定の対象となるのは、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介

護（医療系のサービスは対象にならない）
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1 〇 その通り

2 × 介護支援専門員でなくなった後においても、秘密保持義務は解除されない

3 × 都道府県条例×、厚生労働省令で定める基準〇

4 〇 その通り

5 〇 その通り

1 × 財政安定化基金の財源に充当されるのは、第1号被保険者の保険料のみである

2 〇 その通り

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 × 貸付けを受けた期に一括返済ではなく、貸付けを受けた次の期で分割返済する

1 × 公費負担は3分の1ではなく、50％である

2 〇 その通り

3 〇 その通り

4 × 施設等給付に係る都道府県の負担割合は、12.5%ではなく17.5%である

5 〇 その通り

1 × 調和×、一体のものとして作成〇

2 〇 その通り

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 × 介護給付等対象サービスの量の見込みは、都道府県介護保険事業支援計画で定めるべき事項である

市町村介護保険事業計画で定めるべき事項

①各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にか

かる必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

②各年度における地域支援事業の量の見込み

③自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止および介護給付等に要す

る費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策(自立支援等施策)に関する事項

④③に掲げる事項の目標に関する事項
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1 × 介護予防・生活支援サービス事業は第1号事業とも言うが、第2号事業はない

2 〇
介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、居宅要支援被保険者および基本チェックリスト該当者、継続利用要介護者。一般介護

予防事業の対象者は、市町村のすべての第1号被保険者およびその支援のための活動にかかわる者。

3 × 包括的支援事業と介護予防・日常生活支援総合事業は別の事業である

4 × 介護給付等適正化事業は任意事業である

5 〇 その通り、地域支援事業として①介護予防・日常生活支援総合事業、②包括的支援事業、③任意事業がある

1 〇 その通り

2 × 介護サービスに係る情報の公表は、市町村長ではなく都道府県知事が行う

3 × 除外されていない（都道府県知事に報告する必要がある）

4 〇 運営情報には、職員研修の実施状況が含まれる

5 〇 その通り

1 〇 その通り

2 × 主治医意見書には、社会生活への適応に関する項目は含まれない

3 ×
被保険者に主治医がいない場合は、市町村の指定する医師やその市町村の職員である医師が診断して、主治医意見書の記載を行う。

介護認定審査会が主治医を指定することはない。

4 〇 その通り

5 〇 その通り。要介護(要支援)認定の効力は、申請日にさかのぼる

1 〇 その通り

2 〇
その通り。居宅介護支援事業の運営基準との違いに注意。運営基準では更新の申請が、遅くとも有効期間満了日の30日前には行われ

るように必要な援助を行わなければならないとなっている。

3 × 新規認定の調査は、原則として市町村職員が行う、例外的に指定市町村事務受託法人に委託できる

4 〇 その通り

5 × 地域密着型介護老人福祉施設は更新認定の調査を行うことができる

14

17

16

15

4



1 〇 その通り

2 × 家庭での介護時間を計測するわけではない。基本調査項目の記載内容から要介護認定等基準時間を推計する

3 × 一次判定で非該当となった者も二次判定は行われる

4 〇 新規認定の調査は、原則として市町村職員が行うが、指定市町村事務受託法人に委託することができる

5 〇 その通り

1 × 施設×、居宅〇

2 ×
ターミナル期の居宅サービス計画を医療職の介護支援専門員だけが作成するという限定はない。すべての介護支援専門員が作成でき

る。

3 〇 サービス担当者会議は、居宅サービス計画の新規作成時、変更時のほか、更新認定や区分変更認定時にも開催する

4 〇

次の①～③の理由があれば拒むことができる。①事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合、②利用申込者の居住地が事業

所の通常の事業の実施地域外である場合、③利用申込者が他の居宅介護支援事業者にもあわせて指定居宅介護支援の依頼を行ってい

ることが明らかな場合

5 〇 その通り

1 × アセスメントは他に委託できない、介護支援専門員が行う

2 〇 その通り

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 × 記録の保存は2年間である

1 〇 その通り

2 × 援助目標を決めるのは利用者本人であり、介護支援専門員ではない

3 ×
短期入所生活介護を位置づける場合は、利用する日数が要介護認定有効期間の半数を超えないようにしなければならない。1か月の半

数ではない。

4 〇 その通り

5 〇 その通り
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1 〇 その通り

2 〇 その通り

3 × 施設サービスのモニタリングは、月に1回という表現ではなく、定期的に行うことなっている

4 × 作成した施設サービス計画を家族に交付する義務はない

5 〇 その通り

1 × 措置入所の判定は、市町村長が設置する入所判定委員会で行う、地域ケア会議とは関係ない

2 × 成年後見の申し立ては家庭裁判所。地域ケア会議とは関係ない

3 〇

4 〇

5 〇

1 × 労働者災害補償保険法が優先される

2 〇 その通り

3 〇 その通り

4 × 国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法等による公務災害に対する補償の給付が優先される

5 〇 その通り

1 × 特定の居宅サービス事業者を居宅サービス計画に位置づけるような指示はしてはならない

2 〇 その通り

3 × 内容の制限はあるが、広告自体は禁止されていない

4 〇 その通り

5 〇 その通り

地域ケア会議の機能は①～⑤。①個別課題の解決、②地域包括支援ネットワークの構築、③地域課題の発見、④地域づくり・資源開

発、⑤政策の形成
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1 × 長期間服用している薬剤でも薬疹が生じることがある

2 〇 その通り

3 × 水晶体の混濁により視力低下をきたすのは、緑内障ではなく白内障である

4 〇 その通り

5 × 高齢者に多いめまいは、良性発作性頭位めまい症である

1 × バイタルサインは①体温、②脈拍、③血圧、④意識レベル、⑤呼吸の5つ。酸素飽和度は含まれない

2 × 症状が必ず現れるわけではない、現れない（不顕性）こともある

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 〇 その通り

1 〇 その通り

2 × 1型糖尿病は自己免疫疾患で、2型糖尿病とは異なる。1型糖尿病が悪化しても2型糖尿病へ移行しない

3 × 上腕や下腿の周囲長は、低栄養の判定には用いられる

4 〇 その通り

その通り

稽留熱ー解熱せずに持続する発熱

間欠熱ー急激な発熱と解熱を繰り返す

弛張熱ー完全に解熱せず、微熱になって高熱になる

回帰熱ー有熱期と解熱期を繰り返す

1 × 腹圧性尿失禁には、骨盤底筋訓練が有効である。

2 〇 その通り

3 ×
括約筋の筋力低下により我慢できずに尿が漏れるのは切迫性尿失禁。機能性尿失禁は排泄機能には問題はないが、運動障害、認知症

などでトイレに間に合わずに漏れることである。

4 〇 その通り

5 〇 その通り

5 〇
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1 × リアルな幻視はレビー小体型認知症に特徴的な症状である

2 〇 その通り

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 ×
認知症の中核症状は、注意障害、記憶障害、見当識障害、遂行機能障害など。徘徊、妄想、うつなどはBPSDとして見られる症状であ

る。

1 × 認知症施策推進大綱には、医療従事者等の認知症対応力向上の促進は含まれている

2 〇 その通り

3 〇 その通り

4 × 現在認知症である人だけでなく、認知症の疑いのある人も対象となる

5 × 認知症の人やその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための取組を行うのは、認知症地域支援推進員である。

1 × 一次救命処置は一般人も行うことのできる救命処置をいう

2 × 吐気があるときは、仰臥位ではなく、側臥位にして吐物の誤嚥を防ぐ

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 〇 その通り

1 〇 その通り

2 × ジェネリック医薬品は、医薬品副作用被害救済制度の対象になる

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 × ノロウィルスにはアルコールではなく、次亜塩素酸ナトリウムが有効である

1 〇 その通り

2 〇 その通り

3 〇 その通り

4 × 口腔ケアは誤嚥性肺炎のリスクを低減させる効果がある

5 × 口腔ケアを行う必要がある
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1 〇 その通り

2 〇 その通り

3 〇 その通り

4 × 在宅中心静脈栄養法の実施していても、負担のない範囲での経口摂取は可能である

5 ×
①体重減少、②歩行速度低下、③筋力低下、④疲れやすい、⑤身体活動レベルの低下の5つの要素のうち、3つ以上あればフレイルと

みなされる。

1 〇 その通り

2 〇 その通り

3 〇 その通り

4 × 尿路感染症が原因で急性腎不全になることがある。

5 × 通常疥癬では強制的な隔離は必要ない、ノルウェー疥癬は隔離の必要がある

1 〇 その通り

2 × 高血糖ではなく低血糖を疑う

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 × マスクを使用するのは非侵襲的陽圧換気法(NPPV)。侵襲的陽圧換気法(IPPV)は気管切開など

1 × 心不全による呼吸困難がある場合は、起座位あるいは半座位とする。

2 〇 その通り

3 × 低栄養状態では、浮腫や腹水といった症状もみられる

4 〇 その通り

5 〇 その通り

1 × 視力が失われることがある

2 × 高齢者に多く見られる難聴は、感音性難聴である

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 〇 パーキンソン病の四大運動症状は、①振戦、②筋固縮、③無動、④姿勢・歩行障害

36

35

38

37

39

9



1 × 家族の意向を踏まえて今後の方針を再検討する必要がある

2 × 末期がんの疼痛管理は①一般的な鎮痛薬→②医療用麻薬の順。オピオイドは②の医療用麻薬

3 〇 その通り

4 × 可能な限り本人の意思を尊重した支援を行う

5 〇 その通り

1 〇
訪問看護の業務内容は、①病状の観察と情報収集、②療養上の世話、③診療の補助、④精神的支援、⑤リハビリテーション、⑥家族

支援、⑦療養指導、⑧在宅での看取りの支援。家族支援は含まれている。

2 〇 その通り

3 ×
病院・診療所では准看護師も配置されている。また、訪問看護ステーションでは、看護師又は保健師等の看護職員の他に、准看護

師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を実情に応じて配置している

4 〇 その通り

5 × 特別訪問看護指示書を交付した場合には、介護保険からの給付ではなく、医療保険から給付となる

1 〇 その通り

2 × 介護老人保健施設、介護医療院は、都道府県知事の指定を得て指定訪問リハビリテーション事業者となることができる

3 × 訪問看護ステーションからの訪問サービスは、訪問リハビリテーション費ではなく訪問看護費で請求する

4 〇 その通り

5 〇 その通り

1 × 看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護と訪問看護との組み合わせ。訪問介護ではない

2 〇 その通り

3 × 複数の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録することはできない。1か所だけ

4 〇
看護小規模多機能型居宅介護と同時に受けることのできるサービスは、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸

与、福祉用具購入、住宅改修。

5 ×
登録者の居宅サービス計画を作成するのは看護小規模多機能型居宅介護で働いている介護支援専門員である。居宅介護支援事業所の

介護支援専門員ではない。
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1 × 1つのユニットの入居定員は、10人以下とし、15人を超えないものと定められている

2 × 入所者の処遇に支障がなければ、他の職種に従事することができる

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 〇 その通り

1 〇 その通り

2 〇 その通り

3 × 療養室の定員は4人以下

4 × 施設サービス計画は、介護医療院で働いている計画担当介護支援専門員が作成する

5 〇 その通り
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1 〇 早急な助言は、クライアントの問題解決能力を奪う可能性がある

2 〇 その通り

3 × クライエントの話をまとめて伝え返すことは、要約・焦点化である

4 × 自由面接だけでなく、構造化面接や半構造化面接を用いることもある

5 〇 その通り

1 〇 その通り

2 〇 その通り

3 〇 その通り

4 × できる限りサービスを継続できるような支援方法を検討することが求められる

5 × 他機関と連携し、情報を共有することが望ましい

1 〇 その通り

2 × 高齢者への支援では、一般性よりも事例性を重視した対応を心がける

3 〇 その通り

4 × 住民主体の自主的な活動やボランティア活動はインフォーマルサービスである

5 〇 その通り

1 × 入所者に限定したグループ活動は集団援助技術

2 〇 その通り

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 × 限定された会員に対するレクリエーション活動は集団援助技術

1 〇 その通り

2 〇 その通り

3 × 車いすでの移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるようにする援助は、身体介護として算定できる

4 〇 その通り

5 × ストーマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てることは、身体介護で算定できる

48
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1 × 通所介護でも機能訓練は行う

2 〇
通所介護の目的は、①生活機能の維持・向上、②社会的孤立感の解消、③心身機能の維持・向上、④家族の身体的・精神的負担の軽

減

3 〇 その通り

4 〇 その通り、看護職員は専従で1人以上の配置が義務づけられている

5 × 利用者が短期入所生活介護を受けている間は、通所介護費は算定できない

1 〇 その通り

2 〇 その通り

3 × 短期入所生活介護サービスを受けている間は、訪問入浴介護費は算定できない

4 × 自宅に浴槽があっても訪問入浴介護サービスは提供できる

5 〇 その通り

1 × 家族の私的理由による利用も可能である

2 〇 その通り

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 × 要介護１～５の人が利用できる

1 × 指定を受ける必要はない

2 〇 その通り

3 × 和式便器から洋式便器の取り替えに伴う床材の変更は、住宅改修費の支給対象になる

4 〇 その通り

5 〇 その通り

1 × 最低限含む必要があるのは、午後10時～翌朝6時まで。

2 〇 その通り

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 × 小規模多機能型居宅介護サービスを受けている間は、夜間対応型訪問介護費は算定できない

51
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1 × 認知症対応型通所介護の指定は市町村長が行う

2 × 利用は認知症の人に限定されている

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 〇 その通り

1 × 優先的に入所させるよう努めなければならない（義務ではない）

2 × 要支援者は入所することはできない

3 〇 その通り

4 〇 その通り

5 〇 その通り

1 × 生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する生存権の保証の理念に基づいた制度である

2 〇 その通り

3 × 介護保険法による指定＋生活保護法による指定を受けた事業所等に委託して行われる

4 〇 その通り、代理納付することができる

5 〇 その通り

1 × 生活保護受給者は含まれない。対象は生活困窮者である

2 〇 その通り

3 × 生活困窮者就労準備支援事業は任意事業である

4 〇 その通り

5 〇 その通り

1 〇 その通り

2 × 法定後見制度は、すでに判断能力が低下し、成年後見人等が必要な場合で、家庭裁判所に申し立てを行う制度

3 × 後見、保佐、補助の3類型がある

4 〇 その通り

5 〇 その通り
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